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東京都行政書士会八王子支部細則 

 

（根 拠） 

第１条	 東京都行政書士会（以下「本部」と称する。）会則第５６条第１項により設けられた東京都行

政書士会八王子支部の運営に必要な事項を、本部会則施行規則第２６条第１項により、この細則で

定める。	

	

（名 称） 

第２条	 本支部は、東京都行政書士会八王子支部（以下「支部」と称する。）と称する。	

	

（目 的） 

第３条	 支部は、会員相互の緊密な協力の下に品位の保持と社会的地位の向上に努め、常に業務改善

進歩を図り、もって公共の利益と福祉の増進に寄与するとともに、本部との連絡調整を図ることを

目的とする。	

	

（組 織） 

第４条	 支部は、八王子市及び日野市内に事務所を有する個人会員及び法人会員をもって組織する。	

	

（事務所） 

第５条	 支部の事務所は、支部長の指定する事務所内に置く。	

	

（事 業） 

第６条	 支部は、第３条に定める目的を達成するため、次の各号の事業を行う。	

	 一	 国民の生活向上と社会の繁栄及び進歩に貢献するための事業を行うこと。	

	 二	 支部会員の品位の保持と業務の改善進歩及び資質の向上を図るための事業を行うこと。	

	 三	 支部会員相互の親睦及び福利増進並びに連絡を図ること。	

	 四	 本部並びに関係官庁との連絡調整を図ること。	

	 五	 その他、支部において必要と認めた事項。	

	

（入 会） 

第７条	 本部に入会届を提出した個人会員及び法人会員は、その時より支部に所属する。	

	

（退 会） 

第８条	 本部に退会届を提出した個人会員及び法人会員はその時より、また、本部の会員名簿を抹消

された者は、その時より支部を退会する。	

	

(会員名簿) 

第９条	 支部に会員相互の連絡のため、支部会員名簿を備える。	

２	 支部会員名簿には、次に挙げる事項を記載する。	

	 一	 個人会員は氏名、法人会員は法人の名称	
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	 二	 登録番号・会員番号	

	 三	 住所並びに事務所所在地	

	 四	 電話番号・ＦＡＸ番号	

３	 前項の支部会員名簿は、本部発行の会員名簿をもって代えることができる。	

	

（役 員） 

第10条	 支部に次の役員を置く。	

	 	 	 	 		 支 部 長	 	 	 １名	

	 	 	 	 	 	副支部長	 	 	 ５名以内（内会計担当を含む）	

	 	 	 	 	 	理	 	 事	 	 	 １０名以上２０名以内	

	 	 	 	 	 	監	 	 事	 	 	 ２名以内	

２	 支部長は、理事のうち若干名を部長に選定することができる。	

３	 役員は、個人会員のうちから選任しなければならない。	

	

（役員の選任） 

第11条	 支部長は、総会において個人会員の選挙によって選出する。他の役員は支部長が指名し、総

会の承認を得なければならない。支部長の選挙については、東京都行政書士会八王子支部支部長選

挙細則による。	

	

（役員の職務） 

第12条	 支部長は、支部を代表し、支部の業務を掌理する。	

２	 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。	

３	 部長は、副支部長を補佐し、担当職務を統括する。	

４	 理事は、業務の執行を決定し、担当職務を掌理する。	

５	 監事は、支部の会計を監査する。	

	

（役員の任期） 

第13条	 役員の任期は、就任後の第２回目の定時総会の終結にいたるまでとする。ただし、補欠役員

の任期は前任者の残任期間とする。	

２	 役員は、任期満了又は辞任した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うもの

とする。	

３	 増員により新たに選任された役員の任期は、第１項ただし書きを準用する。	

	

（会 議） 

第14条	 支部会議は、定時総会・臨時総会・理事会及び正副支部長会とする。	

	

（総 会） 

第15条	 総会は、個人会員で構成し、定時総会及び臨時総会の２種類とし、支部長が招集する。	

２	 定時総会は、４月２４日までに開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。	

３	 支部長は、個人会員の３分の１以上の会員から臨時総会招集の理由及び議案を記載した書面によ
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り、臨時総会招集の請求があったときは、請求のあった日から１ヶ月以内に臨時総会を招集しなけ

ればならない。	

４	 総会は、会員総数の３分の１以上の出席がなければ開催することができない。ただし、出席者数

の算定に当たっては、「出席者の議決に従う」旨を記載した書面を支部長に提出した支部会員の数

を算入する。	

５	 議決権を行使する者は、現に当該総会に出席している個人会員のみとし、１名につき１個の議決

権を有する。議決は出席した個人会員の過半数で決するものとし、可否同数の場合は、議長の決す

るところによる。	

	

（総会の決議事項） 

第16条	 次に掲げる事項は、総会の議決を得なければならない。	

	 一	 支部細則の制定及び変更に関する事項	

	 二	 支部の決算及び予算に関する事項	

	 三	 支部役員・代議員の選任及び解任に関する事項	

	 四	 事業計画の企画及び報告に関する事項	

	 五	 その他、総会で審議することを理事会で決定した事項	

	

（理事会及び正副支部長会） 

第17条	 理事会及び正副支部長会は、必要に応じ支部長がこれを招集する。ただし、理事会構成員の

３分の１以上の者から会議の目的及び招集の理由を記載した書面による理事会招集の請求があっ

たときは、支部長はこれを招集しなければならない。	

２	 理事会は、支部長及び副支部長並びに理事で構成し、理事会構成員の過半数の出席をもって成立

する。	

３	 理事会には、必要により相談役、監事の出席を求めることができる。	

	

（書面による表決） 

第18条	 支部長は、特別の理由があるときは、書面により表決を求めることができる。	

２	 前項の表決は、理事会構成員の過半数により決するものとし、可否同数のときは支部長がこれを

決する。この表決は、理事会の議決とみなす。	

３	 支部長は、前項の結果を理事会構成員に通知しなければならない。	

	

（理事会） 

第19条	 削除	

	

（代議員及び職務）	

第 20条	 支部に代議員を置く。	

２	 代議員は、本部総会に出席し、その議決権を行使する。	

	

（代議員の数及び選出） 

第21条	 代議員は、毎年４月１日現在の個人会員数を基準とし、個人会員１０名につき１名の割合で、
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総会において選出する。ただし、個人会員の数に１０名に満たない端数が生じるときは、その端数

を四捨五入して選出する。	

２	 支部の定時総会の前日までに前年度の支部会費を完納していない個人会員は、代議員に選出され

ることができない。	

３	 支部長は、代議員の選出結果を４月２５日までに本部会長に報告しなければならない。	

	

（代議員の任期） 

第22条	 代議員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。	

	

（顧問及び相談役） 

第23条	 支部に顧問及び相談役を置くことができる。	

２	 顧問及び相談役は、理事会の承認を得て支部長が委嘱し、その任期は、委嘱した支部長の在任期

間とする。	

	

（会議の通知） 

第24条	 総会を招集するときは、開催日の７日前までに、会議の目的たる事項・日時・場所を記載し

た書面をもって会員に通知しなければならない。	

２	 理事会は、その目的たる事項・日時・場所を理事会構成員に通知しなければならない。	

	

（議 長） 

第25条	 総会の議長は、当該総会に出席している会員の推薦によって選出する。	

２	 理事会の議長は、支部長がこれに当たる。	

	

（議事録） 

第26条	 総会及び理事会の議事経過並びにその結果について、議事録を作成しなければならない。	

２	 総会の議事録は、議長及び議事録署名人２名が署名押印して支部長が保管し、その写しを本部会

長に提出しなければならない。議事録署名人２名は議長が指名する。	

３	 理事会の議事録は、支部長及び出席理事２名が署名押印し、支部長が保管するものとする。	

	

（本部役員の出席） 

第27条	 総会には、必要に応じて本部役員が出席することができる。ただし、議決権を有しない。	

	

（議 決） 

第28条	 総会及び理事会の議決は、出席者の過半数により決するものとし、可否同数のときは、議長

がこれを決する。	

	

（会計年度） 

第29条	 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。	

	

（予算及び事業計画） 
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第30条	 支部長は、翌年度の予算案と事業計画を作成し、定時総会開催日までに会員に送付しなけれ

ばならない。	

（支部の経費） 

第31条	 支部の経費は、支部会費・本部交付金及び雑収入をもって充てる。	

２	 支部会費は、個人会員、法人会員とも１ヶ月７００円とし、年度当初において１年分を納入する

ものとする。ただし、年度途中に入会した会員は、月割りとし入会時にその年度分を納入するもの

とする。	

	

（請求権） 

第32条	 会員が退会又は死亡した場合は、本人又はその遺族は支部に対して何等の請求権を有しない。	

	

（交通費等） 

第33条	 支部業務遂行上の必要により、役員又は会員が出張する場合は、別に定めるところにより交

通費等を支給する。	

	

（財産の管理） 

第34条	 支部の財産は、支部長が管理する。	

	

（慶弔金及び見舞金） 

第35条	 会員より冠婚葬祭等の報告があった場合、慶弔金及び見舞金の贈呈については、別に定める

ところによる。	

	

（その他） 

第36条	 支部業務遂行上必要な内規等は、理事会において定めることができる。	

	

（支部会員権の停止） 

第37条	 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の決議により当該会員の会員権を停止させる

ことができる。	

	 一	 毎年５月１日現在、支部会費を１２ヶ月以上滞納し、督促されても納入しないとき。	

	 二	 正当な理由がないのに、支部の運営等に異議を唱え、又は誹謗・中傷する等、東京都行政書士	 	

	 	 会会則第１９条に定める行政書士としての品位を著しく損なう言動等をして、支部又は会員に迷	

惑を及ぼし、支部長から改めるよう諌言されてもこれを改めないとき。	

２	 前項の会員権を停止させる場合は、当該会員に対して弁明の機会を与えた上、理事会において出	 	

	 席役員の過半数により決し、可否同数のときは、支部長がこれを決する。	

３	 会員権を停止された会員は、総会における議決権を有しない。また、支部が発する各種文書、会

報等の送付を受けることができず、支部が行う各種の事業等に参加することができない。	

４	 会員権が停止された会員が第１項第１号に該当しなくなったときは、直ちに復権を認める。第１

項第２号の事由に該当しなくなったときは、次回開催の理事会の決議により決定する。会員権が復

権しても、会員権が停止されている間の権利は遡及しない。	

５	 会員権の停止及び復権については、支部長から当該会員に対し、書面により通知する。	
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（暴力団等排除対策委員会） 

第38条	 支部に暴力団等排除対策委員会を置く。なお、運営については東京都行政書士会八王子支部

暴力団等排除対策委員会細則による。	

	

	

	

附	 則	

この細則は、昭和５５年１０月２０日から施行する。	

昭和６０年１２月８日一部改正	 即日施行	

平成４年４月１８日一部改正	 	 同年同月１日より施行	

平成５年４月１０日一部改正	 	 即日施行	

平成６年４月１６日一部改正	 	 即日施行	

平成７年４月１５日一部改正	 	 即日施行	

平成８年４月１３日一部改正	 	 即日施行	

平成１４年４月１３日一部改正	 即日施行	

平成１６年４月１７日一部改正	 即日施行	

平成１８年４月１５日一部改正	 即日施行	

平成１９年４月１４日一部改正	 即日施行	

平成２０年４月１２日一部改正	 即日施行	

	 	 	 	 平成２６年４月１９日一部改正	 平成２６年６月１２日施行	
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東京都行政書士会八王子支部支部長選挙細則 

 

第１章 総則 

（目 的） 

第１条 この細則は、東京都行政書士会八王子支部細則（以下「支部細則」という。）第１１条の

定めるところにより、支部長の選挙を公正に行うため、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（選挙権者） 

第２条 選挙権を行使できる者は、現に当該総会に出席している個人会員（以下「選挙権者」と

いう。）とする。ただし、支部細則により会員権が停止しているものは選挙権者から除外する。 

 

（候補者） 

第３条 支部長候補者として立候補できる者は、選挙権を有する個人会員５名以上の推薦を得た

個人会員のみとし、法人会員は含まないものとする。 

２ 第１４条に定める届出の日の属する月の前月までの会費を届出の日までに完納していない者

は、候補者並びに推薦者になることができない。 

 

第２章 選挙管理委員会 

（選挙管理委員会） 

第４条 支部において、選挙に関する事務を管理し執行するため選挙管理委員会（以下「委員会」

という。）を置く。 

 

（委員会の職務） 

第５条 委員会は、次に掲げる事項を行う。 

 一 選挙の告示に関する事項 

 二 立候補及び立候補の辞退の届出の受理に関する事項 

 三 選挙広報の発行に関する事項 

 四 投票及び開票の管理に関する事項 

 五 当選者の確定に関する事項 

 六 選挙運動文書、図画の届出の受付に関する事項 

七 規則違反に関する事項 

八 選挙権者名簿に関する事項 

九 事前説明会の開催に関する事項 

 十 その他選挙事務の管理及び執行に関する事項 

 

（委員の選任） 

第６条 委員会の委員は、理事会において推薦された理事会構成員のうちから理事会の議決を経

て、支部長が委嘱する。 

２ 委員に委嘱される者は、立候補者並びに推薦人以外の選挙権者の内から選ばなければならな

い。 

 

（委員会の組織） 

第７条 委員会は、委員５名以内をもって組織する。 
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２ 委員会に委員長１名を置く。 

３ 委員長は、委員のうちから互選する。 

４ 委員長は、委員会を代表してその事務を統括する。 

５ 委員長は、副委員長を指名することが出来る。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときまたは委員長が欠けたときは、その職務

を代行する。 

 

（委員会の運営） 

第８条 委員会は、委員長が招集する。ただし、最初の委員会は支部長が招集する。 

２ 委員会の議事は委員総数の３分の２以上が出席し、その過半数で決する。ただし、可否同数

のときは、委員長が決する。 

３ 委員会の決議は文書によることができる。 

 

（委員の任期） 

第９条 委員の任期は、支部長選挙の終結のときまでとする。 

２ 任期途中に委嘱された委員の任期は、他の委員の残任期間と同様とする。 

 

（委員の資格喪失） 

第１０条 委員が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 

 一 候補者となったとき 

 二 推薦者となったとき 

 三 前各号に掲げる事由のほか、委員の過半数が適当でないと認め、かつ、理事会の議決を経

たとき 

 

（事前説明会） 

第１１条 委員会は、候補者になろうとする者に対して、事前説明会を開催することが出来る。 

２ 事前説明会の実施については必要な事項は、委員会で定める。 

 

（選挙告示） 

第１２条 委員会は、選挙の実施が決定したときは、選挙期日の３０日前までに次の事項を定め

て、各選挙権者に通知しなければならない。 

 一 選挙期日及びその場所に関する事項 

 二 立候補の届出に関する事項 

 三 その他必要な事項 

 

（選挙公報） 

第１３条 委員会は、選挙公報を選挙期日の１０日前までに選挙権者に通知するものとする。 

２ 選挙公報には、候補者の氏名、生年月日、略歴及び所信を記載する。 

３ 前項のほか必要な事項は委員会で定める。 

４ 選挙公報は、候補者が１名以下の場合は発行しない。 

 

第３章 立候補届等 

（立候補の届出） 
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第１４条 候補者になろうとする者は、次の書類を委員長に届け出なければならない。 

一 立候補届（様式第１号） 

二 立候補者推薦届（様式第２号） 

２ 前項の届出期間は３日間とし、告示をもって定める。 

３ 第１項の届出は、候補者または推薦者が郵送によることなく直接委員長に行わなければなら

ない。 

４ 立候補者推薦届に記載する推薦者は、選挙権者５名以上とする。 

５ 立候補届及び立候補者推薦届を閲覧しようとする選挙権者は、所定の手続により委員会に申

請するものとする。 

 

（立候補の辞退） 

第１５条 候補者が立候補を辞退しようとするときは、選挙期日の１０日前までに立候補辞退届

（様式第３号）により、委員長に届け出なければならない。 

 

（候補者の告示） 

第１６条 立候補の届出があったときは、委員長は第１４条第２項の期間終了後、すみやかに候

補者の氏名を告示しなければならない。 

２ 前条の辞退届出があったときは、直ちに当該候補者の氏名を告示しなければならない。 

 

（候補者がいない場合の措置） 

第１７条 選挙期日において候補者が不在となった場合は、第１８条の規定にかかわらず本細則

第５章に定める支部長選考の方法によって支部長を選出する。 

 

第４章 投票及び開票 

（選挙の方法） 

第１８条 選挙は、投票により行う。 

２ 投票は１人１票とし単記無記名とする。 

３ 投票に先立ち、議長は選挙に関する事項を宣言した後に議場を閉鎖し、以後の選挙事務は委

員会が行うものとする。 

 

（投票所） 

第１９条 投票所は、総会の議場内に設けなければならない。 

 

（投票用紙） 

第２０条 委員会は、投票用紙を調整しておかなければならない。 

 

（投票用紙の交付） 

第２１条 委員会は、投票所で所定の投票用紙を選挙権者に交付しなければならない。 

 

（投票用紙の記載方法） 

第２２条 投票は、選挙しようとする者の氏名を記載して、定められた投票箱に投票するものと

する。 
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（投票の締切） 

第２３条 委員会が投票を締切ろうとするときは、委員長からその旨を選挙権者に通告しなけれ

ばならない。 

 

（無効投票） 

第２４条 次の各号に掲げる投票は無効とする。 

 一 所定の投票用紙を用いなかったもの 

 二 委員会において被選挙権者が確認できなかったもの 

 

（投票及び開票） 

第２５条 投票及び開票は、総会の議場若しくは委員会が定めた場所で委員会が行う。この場合、

選挙権者のうちから、委員会が指名した２名の立会人が立ち会わなければならない。 

 

（当選者の確定） 

第２６条 当選者の確定は、有効投票数の最高得票を得た者をもって当選者とする。 

２ 最高得票者が複数ある場合には、該当者にてくじ引きで当選者を決定する。この場合、くじ

引きの方法については委員会が定める。 

 

（無投票当選） 

第２７条 候補者が１人の場合は、投票を行わず無投票当選とする。 

 

（開票結果の報告） 

第２８条 当選者が確定したときは、委員長は、当該総会に投票総数、有効無効の票数、当選者

の氏名その得票数及び必要と認めた事項を報告しなければならない。 

２ 委員会は、当選者に対し当選証書を交付するものとする。 

 

第５章 支部長選考の方法 

（選考委員会） 

第２９条 第１７条による支部長選考のため、当該総会に選考委員会（以下本条において「委員

会」という。）を設置する。 

２ 委員会の委員(以下本条において｢委員｣という。)は、当該総会に出席している相談役、支部

長、副支部長、理事及び監事の全員（選挙権を有しないものを除く）とし、委員の互選により

委員長を選出する。 

３ 委員会の議事は委員の過半数により決するものとし、可否同数の場合は、委員長が決する。 

４ 委員長は、支部長選考の結果を当該総会に報告しなければならない。 

 

第６章 選挙運動の制限等 

（選挙の倫理） 

第３０条 この細則に基づく選挙運動においては、公明正大を旨とし、会員としての品位を汚し

てはならない。 

 

（選挙運動） 

第３１条 選挙運動とは、この細則に基づく投票につき依頼または誘導等の目的をもって行うす
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べての行為をいう。 

２ 選挙運動の期間は、第１４条の届出をした日から選挙期日の前日までとする。 

３ 候補者は選挙運動に関し、これに関わる者がこの細則を遵守するよう監督するとともに、す

べての責任を負うものとする。 

 

（選挙運動文書、図画の届出等） 

第３２条 候補者（推薦者、支持者、後援会を含む。）は、選挙運動のための文書、図画を発送ま

たは配布しようとするときは、選挙期日の１０日前までに、当該候補者の責任において、所定

の方法により選挙運動文書の届出を委員会にしなければならない。 

２ 委員会は、正本の写しをもって副本を作成し、受付日並びに受付順を確定するとともに、受

付の事実のみを証する受付印を押印後、候補者に返却するものとする。 

３ 委員会は、第１項の届出があったときは、正本の写しを、すみやかに他の候補者に送付する

ものとする。 

 

（禁止事項） 

第３３条 候補者及び会員は、選挙に関し、次の行為をしてはならない。また、会員以外の者に

これをさせてはならない。 

 一 選挙運動のための文書、図画に、虚偽または他人を誹謗し、若しくは名誉を毀損するよう

な事項を記載すること 

 二 候補者を誹謗中傷し、その他不正な手段で他人の当選を妨げること 

 三 選挙権者の自由な選挙権の行使を妨げること 

 四 委員会が別に定める以外の方法で文書、図画を発送、配布または掲示すること（電磁的方

法を含む。） 

 

（細則違反の申立） 

第３４条 第３２条第３項により選挙運動文書の写しの送付を受けた候補者は、その文書、図画

について、前条の規定に違反すると認めたときは、文書をもって、その事由を委員会に申し立

てることが出来る。 

２ 会員は、本章の規定に明らかに違反すると思われる事実について、文書をもって、委員会に

申立を行うことが出来る。 

 

（細則違反の処置及びその公表） 

第３５条 前条の申立てをうけた委員会は、細則違反につき、出席委員の３分の２以上の同意を

得て、文書による通告の処置を行うことができる。ただし、当該候補者に弁明の機会を与えな

ければならない。 

２ 前項の措置を受けた候補者については、その氏名、通告の内容及び回数を選挙期日当日に公

表するものとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、随時公表することができる。 

 

（選挙権者名簿） 

第３６条 支部長は、選挙権者名簿を告示日までに委員会に提出しなければならない。 

２ 支部長は、前項の名簿に変更があった場合は、すみやかに文書をもって、委員会に通知しな

ければならない。 

３ 選挙権者名簿を閲覧しようとする会員は、所定の方法により委員会に申請するものとする。 
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４ 候補者は、選挙権者名簿の写しの交付を、文書をもって、委員会に請求することが出来る。 

 

第７章 就  任 

（就 任） 

第３７条 被選任者は、委員会に支部長就任承諾書（様式第４号）を遅滞なく提出しなければな

らない。 

２ 被選任者が、選任されたその日から１４日以内に前項の届出をしないときは、支部長に就任

しないものとみなす。 

 

第８章 補  則 

（補 則） 

第３８条 この細則の改廃は、総会の議決を経なければならない。 

 

 

 

附  則 

 この細則は平成１５年４月１４日施行の東京都行政書士会八王子支部役員選任実施要領に関す

る内規の廃止に伴い、平成１６年４月１７日より即日施行とする。 

   平成１８年４月１５日一部改正、即日施行 

   平成２０年４月１２日一部改正、即日施行 

   令和 ２年４月１８日一部改正、即日施行 
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様式第１号 

 

東京都行政書士会八王子支部選挙管理委員会 御中 

 

                                年   月   日 

 

                           

   

    氏 名 

 

 

 

 

立 候 補 届 

 

下記のとおり支部長候補者として立候補を届け出ます。 

 

 

 

 

記 

 

氏  名 

 

生年月日  

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職  印 
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様式第２号 

 

東京都行政書士会八王子支部選挙管理委員会 御中 

 

年   月   日 

 

 

 

立 候 補 者 推 薦 届 

下記のとおり支部長候補の推薦を届け出ます。 

 

 

                   記 

 

                            

 

候補者氏名 

 

 

    生年月日 

 

 

推薦者氏名 

 

１                          ㊞ 

 

２                          ㊞ 

 

３                          ㊞ 

 

４                          ㊞ 

 

５                          ㊞ 

 

６                          ㊞ 

 

７                          ㊞ 

 

 

 

 

 

職  印 
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様式第３号 

 

東京都行政書士会八王子支部選挙管理委員会 御中 

 

年   月   日 

 

 

         立 候 補 辞 退 届  

 

年   月   日届け出ました支部長候補を次の理由により 

辞退いたしますので届け出ます。 

 

（理 由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

氏 名 

 

 

 

 

 

 

 

職  印 
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様式第４号 

 

東京都行政書士会八王子支部選挙管理委員会 御中 

 

 

年   月   日 

 

 

氏 名                 ㊞ 

 

 

 

支 部 長 就 任 承 諾 書  

 

 

年   月   日 東京都行政書士会八王子支部支部長に選任されましたので、 

 

その就任を承諾いたします。 
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東京都行政書士会八王子支部暴力団等排除対策委員会細則 

 

（設 置） 

第１条 この細則は、東京都行政書士会暴力団等排除対策委員会規則の定めに基づいて、東京都

行政書士会八王子支部暴力団等排除対策委員会（以下「支部委員会」という。）を設置し、支部

委員会の運営について定める。 

 

（支部委員会） 

第２条 支部委員会は、東京都行政書士会八王子支部（以下「支部」という。）内に置く。 

 

（目 的） 

第３条 行政書士は、他人の依頼を受け、官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明

に関する書類及び契約その他に関する書類を作成し、関連する書類を官公署に提出することの

代理及び契約等の書類を代理人として作成する等の代理並びに相談を業としており、国民の権

利義務に関する極めて重要な社会的公共性の高い使命が課せられている。この高い使命と責務

を全うするため、支部は、警視庁及び八王子市内、日野市内の警察署並びに公益財団法人暴力

団追放運動推進都民センター（以下「暴追センター」という。）の指導と緊密な連携の下、暴力

団等の反社会的勢力（暴力団、特殊暴力グループ等）を排除し、行政書士業務の適正、万全を

図ることを目的とする。 

 

（活 動） 

第４条 支部委員会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 

 一 暴力団等反社会的勢力を排除するために必要な情報交換、研究及び研修等を実施する。 

 二 不当要求からの被害防止に必要な知識、技能を修得するため、支部会員に対し、東京都行

政書士会、警視庁及び暴追センター共催の不当要求防止責任者講習を受講するよう働きかけ

る。 

 三 行政書士の各種業務にかかる暴力団等反社会的勢力からの不当要求、不法介在行為等の排

除を行うため、警察当局、暴追センターとの連携を図る。 

 四 暴力団等反社会的勢力から不当要求、不法介在行為を受けた会員、顧客、顧問先からの相

談、これらに対処するための助言、指導を求められた場合において、警察当局、暴追センタ

ーとの連携を図る。 

 五 支部会員に対し、警視庁等が主催する暴力団等反社会的勢力の排除に関する各種行事に参

加するよう働きかける。 

 六 チラシ、ポスター、その他の方法により、暴力団等反社会的勢力を排除するための広報啓

発活動を実施する。 

 七 暴力団等反社会的勢力の排除に向けて、警視庁をはじめとする関係機関との連携強化を図

る。 

 八 その他、支部委員会の目的を達成するために必要な各種活動を実施する。 

 

（委 員） 

第５条 支部委員会は、次の委員によって構成される。 

 一 委 員 長  支部長をあてる。 

 二 副委員長  ４名以内（副支部長の中から支部長が指名する者） 

 三 委  員  若干名（副委員長以外の副支部長及び支部役員の中から支部長が指名する者） 
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（委員の任期） 

第６条 委員の任期は、東京都行政書士会八王子支部細則第１３条の「役員の任期」の規定に準 

ずる。ただし、最初の委員の任期は平成１７年の支部定時総会終了の時までとする。 

 

（相談役及び顧問） 

第７条 支部委員会に若干名の相談役、顧問を置くことができる。 

２ 相談役は、八王子市内及び日野市内の警察署の関係者とする。 

３ 顧問は、暴力団等反社会的勢力の排除のため、適切な助言、指導が行える者とする。 

４ 顧問の任期は、前条の規定に準じる。 

５ 相談役の任期は、相談役が所属する警察署に在任する期間とし、人事異動等によって交代し

たときは、その後任者が警察署に在任する期間とする。 

 

（委員の任務） 

第８条 委員長は、支部委員会を代表し会務を統括する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 委員は、支部委員会の議決に基づき、第３条記載の目的を達成するためのあらゆる活動を行

う。 

 

（会 議） 

第９条 支部委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集して開催する。 

２ 会議には必要に応じて相談役、顧問が出席し、助言、指導をすることができる。 

 

（守秘義務） 

第 10条 支部委員会委員及び支部会員は、支部委員会活動から得られた秘密事項を他に漏らして

はならない。 

 

（事務局） 

第 11条 支部委員会に事務局を置くことができる。 

 

（その他） 

第 12条 支部委員会の運営に必要な事項でこの細則に定めたもの以外は、東京都行政書士会暴力

団等排除対策委員会規則によるほか、支部委員会が支部内規として別に定める。 

 

附則（平成１６年４月１７日支部総会決議） 

 

１ この細則は、平成１６年４月１７日から施行する。 

 

２ 委員会委員等 

  相 談 役 警視庁八王子警察署刑事組織犯罪対策課長 

       警視庁高尾警察署刑事組織犯罪対策課長 

       警視庁南大沢警察署刑事組織犯罪対策課長 

       警視庁日野警察署刑事組織犯罪対策課長 

  顧  問 支部長が支部相談役の中から推薦する。 
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  委 員 長 支部長 

  副委員長 委員長が指名する副支部長（警視庁八王子警察署担当） 

       委員長が指名する副支部長（警視庁高尾警察署担当） 

       委員長が指名する副支部長（警視庁南大沢警察署担当） 

       委員長が指名する副支部長（警視庁日野警察署担当） 

  委  員 上記以外の支部役員 

 

３ 平成１８年４月１５日一部改正 即日施行 

  平成２０年４月１２日一部改正 即日施行 

  平成２３年４月１６日一部改正 即日施行 

  平成２５年９月１４日一部改正 即日施行 

  平成２６年４月１９日一部改正 即日施行 
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慶弔金及び見舞金等に関する内規 

 

（目 的） 

第１条 この内規は、東京都行政書士会八王子支部会員の慶弔及び長期疾病・災害罹災等に関し、慶 

弔金及び見舞金の贈呈に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（贈呈額） 

第２条 会員に贈呈する慶弔金及び見舞金は、次の各号のとおりとする。 

 一 会員が勲章又は公的表彰を受けたとき   （祝金１万円、又は１万円相当の記念品） 

 二 会員が結婚したとき           （同 上） 

 三 会員が死亡したとき           （香典２万円又は供花と香典） 

 四 会員の配偶者、父母、子供が死亡したとき （香典１万円） 

 五 削除 

 六 会員が１ヶ月以上疾病により入院したとき （見舞金５千円） 

 七 会員が天災又は災害に罹災したとき    （その都度理事会で決定した金額） 

 

（祝賀会等） 

第３条 前条第一号に該当する場合には、理事会の協議により、祝賀会等を行うことができる。 

 

（不適用） 

第４条 本内規は、東京都行政書士会八王子支部細則第３７条により、会員権を停止されている会員

には適用しない。会員権が復権してもその権利は遡及しない。 

 

           附 則 

   この内規は、昭和６０年１２月８日から施行する。 

   昭和６１年４月１９日一部改正 同日施行 

   平成 ８年４月１３日一部改正 同日施行 

   平成１８年４月１５日一部改正 同日施行 

   平成２０年４月１２日一部改正 同日施行 

 

 



 21 

退会者及び転出者に対する記念品の贈呈に関する内規 

 

（目 的） 

第１条 この内規は、東京都行政書士会八王子支部（以下「支部」という。）に一定の期間在会してい 

 た会員が、退会又は転出した場合、記念品等の贈呈について、必要な事項を定めることを目的とす 

る。 

 

（適用の限度） 

第２条 適用される会員の条件は、次の各号によるものとする。 

 一 １０年以上支部の会員であったとき。 

 二 ５年以上支部会員であって、かつ、その期間中支部又は東京都行政書士会の役員として一任期

（２年）以上就任し、会務の運営等に貢献したとき。 

 三 その他、特に理事会で前号に準ずるものと認めたとき。 

 

（記念品の額） 

第３条 贈呈する記念品の額は、次の各号の区分によるものとする。 

 一 支部の会員であった期間が５年以上１０年までの間において、役員一任期（２年）以上の就任

者。                           記念品（１万円相当） 

 二 支部の会員であった期間が、１０年以上１５年未満の者。   記念品（１万円相当） 

 三 支部の会員であった期間が、１５年以上２０年未満の者。  記念品（１万５千円相当） 

 四 支部の会員であった期間が、２０年以上の者。       記念品（２万円相当） 

 

（不適用） 

第３条の２ 本内規は、東京都行政書士会八王子支部細則第３７条により、会員権を停止されている 

 会員には適用しない。会員権が復権してもその権利は遡及しない。 

 

（その他） 

第４条 本内規の運用に当たり、必要と認められる事情が生じたときは、理事会において協議するこ 

とができる。 

 

         附 則 

   この内規は、昭和６２年４月１日から施行する。 

   平成 ８年４月１３日一部改正 即日施行 

   平成２０年４月１２日一部改正 即日施行 
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交通費等の支給に関する内規 

 

（目 的） 

第１条 この内規は、東京都行政書士会八王子支部（以下「支部」という。）の役員及び支  

 部会員（以下「会員」という。）が支部の業務遂行上必要により出張する場合に支給する

交通費等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の意義） 

第２条 「出張」とは、会員が支部の業務遂行上必要により、支部地域の内外で業務を遂

行することで、支部長が認めたもの及び東京都行政書士会（以下「本部」という。）の行

う総会・支部長会・本部役員会・委員会等に出席することをいう。 

 

（出張命令） 

第３条 出張は支部長の発する出張命令によって行う。 

２ 出張命令は、文書等又は口頭をもって行う。 

 

（交通費等の算定） 

第４条 交通費等は、別途理事会において定める日当交通費等支給基準により支給する。

ただし、本部及び支部役員が本部の会議に招集された場合に、本部で交通費を支給され

たときは、支給しない。 

２ 関係機関、その他外部団体等主催の会議、研修会等に参加した場合において、主催者

側より交通費等を支給されたときは、前項に拠らず、その額を支給する。 

 

（出張報告及び交通費等の請求） 

第５条 出張した役員及び会員は、出張が完了したときは、すみやかに支部長に対し、出

張報告をするとともに、交通費等を請求するものとする。 

 

（その他） 

第６条 本内規によりがたい場合には、その都度理事会の決議により決定する。 

 

 

附 則 

    本内規は、昭和６０年１２月８日から施行する。 

    平成 ８年 ４月２３日一部改正 即日施行 

    平成２０年 ４月１２日一部改正 即日施行 

平成３０年１２月 １日一部改正 同日施行 
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東京都行政書士会八王子支部 

東京行政書士政治連盟八王子支部 

 

１、この支給基準は支部細則「交通費等の支給に関する内規」第４条第１項に基づき定めた。 

２、この支給基準をもとに予算を作成し、総会で承認された予算の範囲内で日当交通費等を支給する。 

但し、予算の執行状況をみて減額することがある。 

 

当基準は、平成１１年６月１２日より施行する。 

平成１２年 ３月 ４日 改定       平成２３年 ９月１０日 改訂 即日施行 

平成１３年 ７月 ７日 改定       平成２４年 ３月１０日 改訂 同年４月１日施行 

平成１４年 ４月１３日 改定       平成２４年１２月 １日 改訂 即日施行 

平成１５年 ４月１２日 改定       平成３０年１２月 １日 改定 即日施行 

平成１７年 ５月２５日 改訂       平成３１年 ３月１６日 改定 即日施行 

平成２１年 ４月２２日 改訂       令和 元年 ５月１１日 改定 即日施行 

 

 

日当交通費等支給基準 

分類 項番 支給事項 支給額基準 摘 要 

大会・会

議・行事

関係 

１ 会議等への出席 

2,500円/人 
役員会、理事会、幹事会、正副支部長会、多摩支部長懇話会（同行は

４名を限度とする）等への出席者に支給 

3,500円/人 
会計監査（監事、支部長、会計）出席者に支給。（昼食代は実費支

給） 

２ 会議・行事の運営 2,500円/人 総会・定時大会、賀詞交歓会の受付係に支給 

３ 会議・行事の運営 会費相当額 総会・定時大会の懇親会、賀詞交歓会の司会者・受付責任者に支給 

無料相談

活動関係 
４ 相談員 

3,000円/人 基本半日単位で行われる相談会の相談員に支給 

3,500円/人 基本全日にわたる相談会の相談員に支給 

事業部活

動（共

通）関係 

５ 
各事業部の会議等 2,500円/人 各事業部の会議の出席者に支給 

会議費 実費 会議の喫茶代、他所訪問時の手土産等（要領収書添付） 

６ 官庁挨拶回り 2,500円/人 官庁挨拶回り出席者に支給（なお、昼食代も実費支給） 

７ その他訪問 2,500円/人 
市役所や他士業との渉外、会議、パーティ、陣中見舞い等に出席・参

加した者に支給（但し、1日で3カ所以上の訪問の場合は3,500円） 

８ 車両使用 2,500円/台 
車両１台を提供・運転した者に支給（但し、1日で３カ所以上の訪問

等の場合は3,500円） 

９ 本部主催の会議等 無し 本部より日当等の支給がある場合 

１０ 資料コピー 10円/枚 外部印刷は実費（コピーと外注印刷の費用比較のこと） 

１１ 議事録作成 2,500円/人 総会・大会・理事会等の議事録の作成者に支給 

１２ 
その他の作業 

2,500円/人 概ね半日以内で行われる作業について支給（要予算計上） 

１３ 3,500円/人 半日を超える作業について支給（要予算計上） 

１４ 

研修講師謝礼 

30,000円/回 
行政書士が講師をする場合（支部研修旅行等の講師謝礼は３万円を限

度に定める）に支給（研修部） 

１５ 50,000円/回 
行政書士以外に研修講師を委嘱するときは、上限５万円以内で理事会

で定める（要事前承認）（研修部） 

年度末支

給関係 

１６ 地区連絡員活動費 7,000円/人 FAX連絡網の班長に支給 

１７ 事務所費 5,000円/人 正副支部長に支給 

１８ 事務処理費 10,000円/人 正副支部長及び各事業部の責任者に支給 

１９ 名簿管理 10,000円/年 名簿管理担当者に支給 

２０ 市民相談事務費 5,000円/年 市民相談の事務担当者に支給 

２１ 実務応答電話対応手当 2,500円/月 実務応答電話対応者に支給 
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市役所内会員名等掲示に関する内規 

 
 （目的） 

第１条 この内規は、八王子・日野両市役所内への東京都行政書士会八王子支部（以下「支部」という。）

会員名等の掲示（以下「会員名掲示」という。）に関し、その運用等を定めることを目的とする。 

 

（会員名掲示の資格） 

第２条 会員名掲示を希望し、以下の各号に該当する者はその資格を有する。  

（１） 個人の支部会員 

（２） 法人の支部会員 

 

（欠格事由) 

第３条 以下の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定に関わらず会員名掲示の資格を有しない。 

（１）支部細則第３７条第 1項の定めにより支部会員権を停止された者 

（２）行政書士法第１４条の規定による懲戒処分を受け、当該処分終了の日から２年を経過しない者 

（３）支部理事会により、会員名掲示の資格を有しないと判断された者 

 

（会員名掲示事項・場所） 

第４条 会員名掲示事項については、以下の各号のとおりとする。 

（１） 名称（個人会員の場合は個人名、法人会員の場合は法人名） 

（２） 事務所の所在地 

（３） 電話番号 

２ 前項に関わらず、各市役所の意向等により掲示事項の一部が制限される場合がある。 

３ 本条に定める掲示事項の掲示場所は、各市役所の指示に従うものとする。 

  

 （申請手続等） 

第５条 会員名掲示は、第２条に定める資格を有する者が、支部が定める方法による申請手続により行

うものとする。 

 

（会員名掲示の削除・変更） 

第６条 支部会員が次の各号のいずれかに該当するときは、会員名掲示資格を失い、掲示事項を削除す

るものとする。 

（１） 会員名掲示の希望しなくなったとき 

（２） 第３条に定める欠格事由に該当したとき 

（３） 支部を退会したとき 

（４） その他、支部理事会が削除することが適当と判断したとき 

２ 前項の定めにより掲示事項を削除した場合には、掲示されていた物品等について会員に対して返還

しないものとする。 

３ 本条第１項の定めにより削除された者であっても、本条第１項各号にすべて該当しなくなった場合

は再度第５条の申請をすることができる。 

４ 事務所移転、改姓等により掲示事項に変更が生じた場合には申請を要せず、支部名簿の変更に基づ

いて掲示事項を変更する。 
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（費用負担） 

第７条 会員名掲示に関する費用は有料とし、１，０００円（税込）を徴収する。 

２ 前条第３項に基づき再度申請をする者からは、前項の費用を再度徴収する。 

３ 前条第４項による変更の際には費用の徴収は行わない。 

 

（会員名掲示の事務） 

第８条 本内規に定める会員名掲示に関する事務は、支部総務部において行う。 

２ 本内規に定める事務等の頻度は以下の各号のとおりとする。 

（１） 掲示申請受付手続（第５条）    年１回 

（２） 掲示事項削除手続（第６条第１項） 年２回 

（３） 掲示事項変更手続（第６条第４項） 年２回 

３ 前項に関わらず、緊急性のある事務については随時行うものとする。 

 

（その他） 

第９条 会員名掲示に関する事項で、本内規に定めがない場合は支部理事会において決定する。 

 

附 則 

 令和元年７月１３日より施行する 

 本内規の施行に伴い、「市役所内会員名掲載内規」（平成２４年７月７日施行）および「東京都行政書

士会八王子支部・市役所内会員名簿掲載申込要領」（平成２４年７月７日施行）を廃止する。 
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東京行政書士政治連盟八王子支部細則 

 

（名 称） 

第１条 本支部は、東京行政書士政治連盟八王子支部と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本支部（以下「支部」という。）は、会員相互の緊密な協力により、行政書士制度

の確立と円滑な行政に寄与するための政治活動を行うとともに、東京行政書士政治連盟

（以下「東政連」という。）との連絡調整を図ることを目的とする。 

 

（組 織） 

第３条 支部は、八王子市内及び日野市内に事務所を有し、かつ、東政連に加入している

個人会員をもって組織する。 

 

（事務所） 

第４条 支部の事務所は、支部長の定める事務所に置く。 

 

（事 業） 

第５条 支部は、第２条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。 

 一 行政書士業務の発展充実を図るための政治活動 

 二 地方議員・首長の候補者の推薦 

 三 推薦候補者の選挙支援活動 

 四 東政連との連絡調整 

 五 その他支部において必要と認めた事項 

 

（役 員） 

第６条 支部に次の役員を置く。 

    支 部 長  １名 

    副支部長  ５名以内（内会計担当を含む） 

    幹  事  ５名以上２０名以内 

    監  事  ２名以内 

 

（役員の選任） 

第６条の２ 支部長は、支部の大会において個人会員の中から選任する。 

２ 他の役員は、支部長が指名し、大会の承認を得なければならない。 
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（役員の委嘱及び報告） 

第７条 支部において選任された役員のうち支部長については、東政連会長が委嘱し、そ

の他の役員については、支部長が委嘱する。 

２ 支部長の選出結果については、支部長が東政連会長に報告する。 

 

（役員の職務） 

第８条 支部長は、支部を代表し支部の業務を統括する。 

２ 副支部長は、支部長を補佐し支部長に事故あるときは、その職務を代行する。 

３ 幹事は、職務の執行を決定し、担当職務を掌理する。 

４ 監事は、支部の会計を監査する。 

 

（役員の任期） 

第９条 支部役員の任期は、東京都行政書士会八王子支部の役員の任期と合わせ、就任後

第２回目の定時大会の終結のときまでとする。 

２ 役員が任期満了又は辞任した場合においては、その後任者が就任するまでは、その職

務を行うものとする。 

３ 期の途中において選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同様とする。 

 

（役員会） 

第 10条 役員会は、必要に応じ支部長がこれを招集する。 

２ 役員会は、役員の過半数の出席をもって成立する。 

 

（代議員の数及び選出） 

第 11条 代議員は、毎年４月１日現在の会員数を基準とし、１０名につき１名の割合で支

部大会において選出する。ただし、会員数に１０名に満たない端数が生じたときは、そ

の端数を四捨五入して選出する。 

２ 支部の大会前日までに前年度の東政連会費を完納していない会員及び東京都行政書士

会八王子支部細則第３７条により会員権を停止されている会員は、代議員に選出されな

いものとする。 

３ 支部長は、代議員の選出結果を４月２５日までに東政連会長に報告しなければならな

い。 

 

（代議員の職務） 

第 12条 代議員は、東政連大会に出席し、その議決権を行使する。 

 

（代議員の任期） 
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第 13条 代議員の任期は１年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

（支部大会の種類） 

第 14条 支部の大会は、定時大会及び臨時大会の２種類とする。 

２ 定時大会は、毎年４月２４日までに開催し、臨時大会は必要に応じ開催するものとす

る。 

３ 支部大会は、会員総数の３分の１以上の出席がなければ開催することができない。た

だし、出席者数の算定に当たっては、「出席者の議決に従う」旨を記載した書面を支部長

に提出した支部会員の数を算入する。 

４ 議決権を行使する者は、現に当支部大会に出席している個人会員のみとし、１名につ

き１個の議決権を有する。 

 

（大会の決議事項） 

第 15条 次に掲げる事項は、大会の議決を得なければならない。 

 一 事業報告の承認及び事業計画に関する事項 

 二 決算の承認及び予算に関する事項 

 三 支部細則の変更に関する事項 

 四 支部役員の選任に関する事項 

 五 その他会務に関する重要な事項 

 

（議 決） 

第 16条 支部大会及び役員会の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長が

決する。 

 

（会計年度） 

第 17条 支部の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

（支部の経費） 

第 18条 支部の経費は、東政連の交付活動費をもって充てる。 

 

（支部会費） 

第 19条 支部会費は、徴収しないものとする。 

 

（顧問及び相談役） 

第 20条 支部に顧問及び相談役を置くことができる。 
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附則 

この細則は、平成元年４月１日から施行する。 

平成 ８年４月１３日一部改正 同日施行 

平成１８年４月１５日一部改正 同日施行 

平成１９年４月１４日一部改正 同日施行 

平成２０年４月１２日一部改正 同日施行 

平成２３年４月１６日一部改正 同日施行 
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東京行政書士政治連盟八王子支部交通費等の支給に関する内規 

 

（目 的） 

第１条 この内規は、東京行政書士政治連盟八王子支部（以下「支部」という。）の役員及び支部会員 

 （以下「会員」という。）が、支部の業務遂行上必要により、出張する場合に支給する交通費等に関

し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（用語の意義） 

第２条 「出張」とは、会員が支部の業務遂行上必要により、支部地域の内外で業務を遂行すること

で、支部長が認めたもの及び東京行政書士政治連盟（以下「本部」という。）の行う大会・支部長

会・委員会等に出席することをいう。 

 

（出張命令） 

第３条 出張は、支部長の発する出張命令によって行う。 

 ２ 出張命令は、文書等又は口頭をもって行う。 

 

（交通費の算定） 

第４条 交通費は、別途幹事会において定める日当基準により支給する。ただし、本部及び支部役員

が本部の会議に招集された場合に、本部で交通費を支給されたときは、支給しない。 

２ 関係機関、その他外部団体主催の会議、研修会等に参加した場合において、主催者側より交通 

費等を支給されたときは、前項に拠らず、その額を支給する。 

 

（出張報告及び交通費の請求） 

第５条 出張した会員は、出張が完了したときは、速やかに支部長に対し、出張報告をするとともに、

交通費等を請求するものとする。 

 

（その他） 

第６条 本内規によりがたい場合には、その都度支部長が決定する。 

 

 

附 則 

    本内規は、平成８年４月２３日から施行する。 

    平成２０年４月１２日一部改正 即日施行 

    平成３１年３月１６日一部改正 即日施行 
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